
第二小学校/高松児童館/曙学童保育所複合施設の事業手法について 

 

１ 概要について 

 前期施設整備計画に基づき整備を予定している第二小学校/高松児童館/曙学童保育所複

合施設について、整備方針の実現と市の財政負担の最小化を目的として、内閣府「多様な

PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」を参考に、民間事業者のノウハウや意

向を踏まえた PFI 手法等の民間活力の導入を視野に入れた検討を行いました。なお、「簡

易な検討」においては、定量評価だけではなく、サウンディング型市場調査結果を踏まえ

た定性評価を考慮して検討しました。 

 

２ 検討結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＢＯ手法及びＰＦＩ手法はいずれもＶＦＭや民間事業者のノウハウの活用が見込ま

れ、整備等に関する時間も短縮され、現在想定している令和９年度中の供用開始が見込

まれるため、有効な事業手法と評価できます。 

 なお、以下の点については、特に留意して進める必要があります。 

（１）ＰＦＩ手法を活用する場合は、国が示す簡易化した事務手続きが活用でき、今

後、策定予定の「整備基本計画」と「導入可能性調査」を一括実施することにより

全体事業スケジュールの更なる短縮が見込まれます。 

（２）仮設校舎を別敷地に建設することが可能であれば、工事期間中の児童等の安全が

確保され、かつ工期が短縮され授業の影響が少なく済むほか、よりＶＦＭが見込ま

れますが、第二小学校周辺での別敷地の確保は難しい状況です。なお、整備事業に

仮設校舎建設を含め一括して行うことで、よりＶＦＭが見込まれます。 

（３）維持管理の内容や、児童館及び学童保育所の運営手法、学校プールの考え方等に

より検討条件が異なるため、維持管理・運営の範囲を整理する必要があります。 

（４）基本計画や要求水準の示し方は、事業者がノウハウを生かしやすい内容とするこ

とが重要です。 

（５）ＰＦＩ手法においても、国が推奨する「PPP/PFI地域プラットフォーム」の活用

や「コレクティブインパクト・リスト」の活用により、意欲のある地元事業者の参

画が考えられます。 

（６）当該複合施設に関する跡地・跡施設については、立地条件や活用期間が限定され

るため、跡地等を含めた一体的整備の効果は限定的です。 



３ 今後の進め方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前期施設整備計画に基づき、小・中学校の建替えを順次進めていくにあたり、新たな教育ニーズに対応

した良好な教育環境の整備、学校間の教育環境の格差解消、建設、維持管理コスト等のライフサイクルコ

ストの縮減等を目的に、学校施設を整備するうえでの統一基準となる標準仕様を令和３年度中に策定予

定。 

 

４ スケジュール目安について 

 令和９年度中の供用開始を目標とし、検討を進めていきます。 
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「簡易な検討」結果において、ＤＢＯ手法及びＰＰＰ／ＰＦＩ手法の有効性を確認し

たことから、下記の通り「詳細な検討」を行い整備手法の決定をします。 

・「詳細な検討」においては、庁内検討委員会を設置し検討を進め、「整備基本計画」の

策定と「導入可能性調査」を一括して行います。なお、策定にあたっては、前期施設

整備計画や学校施設標準仕様※を踏まえます。 

・検討の際には、「簡易な検討」結果を踏まえて進めます。 

・跡施設については、今回の整備では検討に含めず、別途、検討していきます。 
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